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○議長（小林哲雄） 

 再開いたします。 

午前１１時２５分 

○議長（小林哲雄） 

引き続き、一般質問を行います。 

９番、佐々木昇議員。 

○９番（佐々木昇） 

皆様、こんにちは。９番議員、佐々木昇でございます。 

本日は、通告に従い、一つの項目についてご質問させていただきます。新たな農

業、産業の創出で町の活性化を。 

開成町は足柄上地区の中央部に位置し、東京から７０キロメートル圏内、横浜か

らも５０キロメートルの距離にあります。大都市近郊の町として、産業、農業の振

興には有利な位置にあります。とりわけ農業については、豊かで良質な水源を有す

るという好条件を生かし、土地改良計画事業や圃場整備を行い優良な農地が整備さ

れ、県内屈指の上質な米を生産しております。しかし、農業従事者の高齢化や後継

者不足により農家数が減少し、耕作放棄地も平成２３年度で２，１３１平方メート

ルになっており、また、農産物の価格低迷により極めて厳しい農業経営を強いられ

ております。この状況を打破するためにも、収益性、生産性の高い農業経営を行え

る環境づくりを行政と農業関係者が連携を密にして積極的な取り組みを展開すべき

と考えております。 

開成町に潜在する資源をフルに活用し、いろいろな産業の有する知見と結びつけ、

地域ビジネスの展開や新産業の創出を図り、６次産業化を推進することが重要だと

考えております。町の考え方と今後の方針をお伺いいたします。１、開成町の農業

と現状の課題は、２、農産物のブランド化や６次産業についての取り組みは、３、

農業振興のための国・県の制度の活用は可能なのか、４、神奈川県の「県西地域の

活性化に向けて」プロジェクトとの連携はについて、お伺いいたします。  

○議長（小林哲雄） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

それでは、佐々木議員のご質問にお答えします。 

開成町の農業の現状と課題についてですが、５年ごとに調査を実施している農林

業センサスから見る開成町の農業は、農地面積では平成７年に２３３ヘクタールで

あったのが平成２２年には２０２ヘクタールと３１ヘクタール減少しております。

また、農家数も、平成７年では３９１戸あったものが平成２２年には３２９戸と６

２戸減少をしております。これは、開成町の市街化区域内の農地が宅地化されたた

めだと考えられます。 

次に、開成町の農業従事者数の現状でありますが、開成町の町全体の高齢化率は

平成２５年１月１日現在で２３％と、神奈川県全体の２１．７％に比較して１．３％

高くなっております。その中で農業従事者の高齢化率については、平成２２年度数
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値でありますが、神奈川県全体で５６．３％のところ、開成町では、平成２４年度

と調査年度が変わってしまいますが、７０％と非常に高くなっているのが開成町の

現状であります。このような状況から全国的に問題とされている担い手不足、耕作

放棄地などが開成町でも深刻な課題となりつつあり、耕作放棄地については年々増

加しております。そのため、現在、町北部の農業振興地域をモデル地区として、農

家から生の声を聞くための懇話会を開催し、本当に担い手がいないのか、今後、誰

を担い手にするべきか等について、今、話し合いを行っているところであります。

この懇話会では、さまざまな課題の洗い出しを行い、５年後、１０年後を見据えた

開成町の農業のあるべき姿を模索したいと今、考えております。 

次に、農産物のブランド化や６次産業化についての取り組みについてであります

が、本年１１月２７日に、開成町の産品を開成ブランドとして広く発信することに

より開成町を訪れた観光客等へのおもてなしや町の商工振興及び農業振興を促進す

ることを目的に、開成ブランド認定審査会を立ち上げました。本年１２月１７日に

は、第１回目の審査会を開催する予定であります。ここで認定された産品は、２月

から開催する瀬戸屋敷ひなまつりから町をＰＲする開成ブランドとして活用したい

と考えております。 

次に、６次産業化の展開事業についてでありますが、平成２３年度に開成町北部

農業振興地域における地域資源を生かした六次産業化の展開事業計画を策定してお

ります。これらを基礎に、本年１１月１８日に、あしがり郷瀬戸屋敷を拠点に北部

地域の歴史、文化、自然、景観等の地域資源を最大限活用し、交流人口の拡大を図

ることを目的とした瀬戸屋敷周辺における整備計画の構想を策定するため、開成町

北部地域交流活性化懇話会を立ち上げました。懇話会では、北部地域への交流人口

の拡大を目指すことを目的とした瀬戸屋敷周辺整備事業を初めとする北部地域の活

性化のあり方について、地元にお住まいの人や各種団体等から成るメンバーで意見

を取りまとめます。町では、いただいたご意見を第五次総合計画で計画するあしが

り郷拠点整備事業へ反映をしていく予定であります。 

次に、農業振興のための国・県の制度の活用は可能なのかについてお答えします。

農業振興にかかわる支援制度は国や県にあります。特に、国の制度では、都市農村

共生・対流総合対策交付金などを始めとする非公共事業で１８事業あります。また、

農業農村整備事業を始めとする公共事業で７３事業があります。町では北部地域に

おいて、昭和５３年に採択された総事業費５億１，２３６万円の農業基盤総合整備

事業から平成１４年度に採択された総事業費２億１，６０５万円の農村振興総合整

備統合補助事業まで、国庫補助事業や県補助事業を導入し総事業費約４７億円とな

る事業費で整備をしてまいりました。このように、町北部地域では、農業振興地域

であるため、公共事業である基盤整備事業を実施し北部地域のほぼ全域を整備して

おりますが、今後、新たに行う北部地域の活性化に向けた整備事業の中でも、国・

県の支援制度を調査・研究し活用していく予定であります。 

最後に、神奈川県の「県西地域の活性化に向けて」プロジェクトとの連携につい

てお答えします。現在、県では「未病を治す」をキーワードに、県西地域の多彩な
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魅力をつなげて大きな魅力をつくり出し、新たな活力を生み出すためのプロジェク

トを検討していると伺っております。「未病」とは、まだ病気になっていないが放

っておくと病気になる可能性がある状態のことで、「未病を治す」とは、症状が出

てから治療するのではなく、病気に至る前に、その誘因となる食のあり方や運動、

休養などライフスタイルを見直すことであります。県としては、県西地域の多彩な

地域資源を生かして、この地域を未病を治す実践の場とすることを通じて地域の活

性化に取り組むことを検討するとのことであります。 

このプロジェクトは、県知事を会長とし、２市８町の首長、商工関係団体、農林

水産関係団体、観光関係団体、金融機関、学識者の３６名で構成する県西地域活性

化推進協議会の中で今後検討されることになっており、１２月２４日に第１回の協

議会を開催する予定であります。このプロジェクトの基本的な視点としては、一つ、

超高齢化社会に立ち向かうため、病気の誘因となる食のあり方や運動、休養などラ

イフスタイルを見直して未病を治す健康寿命の社会づくり、二つ目が生産から消費

までの一貫した食の提供、さまざまなスタイルの運動、森と温泉など多彩な県西地

域の地域資源を生かすと、そういう２点が挙げられておりますが、現状では具体的

な取り組みはまだ決定しておりません。しかしながら、例示されているものでは食

のネットワークづくりや農林水産業の６次産業化も挙げられていることから、町と

しても、このプロジェクトとの連携を考えていきたいと思っております。  

以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

ただいまの答弁の趣旨から、北部地域をモデル地区といたしまして、５年後、１

０年後を見据えた農業のあるべき形を模索すると、その核となるのが瀬戸屋敷周辺

における整備計画の構想だということで理解できます。また、神奈川県の「県西地

域の活性化に向けて」プロジェクトとの連携を考えていきたいということを認識い

たしました。それでは、順次、再質問させていただきます。 

答弁の中で、開成町の農地面積が平成２２年に２０２ヘクタールということでし

たが、開成町の代表的な作物といえばお米だと思うのです。この農地面積２０２ヘ

クタールのうち水田面積はどのくらいなのか、お伺いいたします。  

○議長（小林哲雄） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（池谷勝則） 

それでは、回答させていただきます。 

あくまでも農林業センサスの数値ではございますが、先ほど言いましたように平

成７年では２３３ヘクタールの農地でありますが、これは平成７年当時、１３９ヘ

クタールが水田でございました。また、平成７年当時の収穫量は６６０トンという

ことでセンサス上は出ております。それでは平成２２年度ではどうかというと、農

地２０２ヘクタールのうち水田は１３５ヘクタール、約４ヘクタール減少しており
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ます。収穫量につきましては６６４トンということで、逆に４トンほど増加してい

る状況になっております。こちらの理由につきましては、北部地域の基盤整備が完

了したことによって機械化が進んだこと、また数個の農業経営体が集約して水田を

耕作されたことによる増収と考えております。 

以上です。 

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

農家数も減少しているということで、平成７年では３９１戸、平成２２年では３

２９戸と６２戸減少しておりますけれども、具体的に、どの地域でどのくらい減少

したのか、また、やめられた理由などは把握しているのか。把握しているのであれ

ば、お聞かせください。 

○議長（小林哲雄） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（池谷勝則） 

先ほど町長の答弁にありました、こちらの数値につきましては、全て農林業セン

サスの数値を出しております。その詳細も各自治体ごとの数値等については把握し

ておりませんので、 

 大変申しわけありませんが、今の段階ではわからないということでございます。 

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

やめられた理由というのも、やはり把握していないということでよろしいでしょ

うか。 

○議長（小林哲雄） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（池谷勝則） 

こちら、あくまでも数値で出しております。推測するとすれば、高齢化が進んで

しまって農家の方がお亡くなりになった、または売買によって農家が集約されてし

まった、このような形が考えられるのかなと。それから、宅地化することによって

農家が農業経営を失ったという方もおられるのかなと、このようには考えられます。 

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

先ほどの答弁の中で耕作放棄地ということが上げられましたけれども、荒廃農地

という言葉も耳にいたします。耕作放棄地と荒廃農地の違いは何なのでしょうか。

また、開成町においては、耕作放棄地だけしかないということで理解してよろしい

のでしょうか。 

○議長（小林哲雄） 
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産業振興課長。 

○産業振興課長（池谷勝則） 

耕作放棄地と、あと荒廃農地、今、言われたのですが、あくまでも、これは農業

センサスで規定している基準の用語でございまして、耕作放棄地ということにつき

ましては、農作物が１年以上作付されていなくて農家が数年以内に作付する予定が

ないという農地を指してございます。また、荒廃農地につきましては、現に耕作さ

れていなくて、耕作の放棄によって荒廃をして通常の農作業では作物の栽培が客観

的に見て不適格な農地を指しているということで記載されております。  

開成町につきましては、今現在、年に一度、開成町の農業委員が町内の農地を全

てパトロールしていただいておりますが、こちらの中で夏に確認したところ、まだ

荒廃農地になっているという土地は見受けておりません。耕作放棄地としては、先

ほど委員からの質問にありましたように、平成２２年当時で２，１３１平米ござい

ましたのが、今、若干増えているのが現状でございます。 

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

開成町の農業の課題といたしまして、担い手、後継者不足、耕作放棄地が上げら

れましたが、現在、懇話会を開催しているということで、１１月には岡野と上延沢

で開催されたようです。その感触はどうだったのか。また、今後、若い世代の担い

手という方たちが非常に重要になってくると思うのですけれども、参加者の中に若

い世代の方、３０代、４０代ぐらいの方が何名ぐらいいたのか、また、その方たち

の反応、様子というのはどのような感じだったのか、お聞かせください。  

○議長（小林哲雄） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（池谷勝則） 

既に、懇話会といたしましては、自治会を地区といたしまして、岡野地区と上延

沢・延沢地区のこの２カ所で今、実施しております。今週中に上島地区と来週に金

井島地区を行うというようなことで、一応、北部を中心に今、実施をしております。

懇話会に出た方たちの状況でございますが、実際に、先ほど町長から答弁がありま

したように、６５歳以上、大分高齢化されている方がすごく多いということでござ

いました。若い人はというと、３０代、４０代というのは、大変すみません、２地

区やりまして、お一人の方だけでしたですね。あとは、やはり、ある程度、召して

いる方が多かったと思っております。 

こちらの感触ではどうだったのかということでございますが、岡野地区について

は、お話し合いをした中では、もうすぐにでも、明日にでも、もう農業をやりたく

ないので、実際に町のほうでも何か対策はとってもらえないのかという意見を言わ

れる方もおられました。また、若い方は、ある程度、自分も、親の背中を見てでは

ないのですが、兼業という形ではあるが、土・日の農業をもう少し拡大していきた

いという、すごく前進的な意見を言っていただける方もおられましたが、全体的に
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高齢化されているところがありますので、５年後、１０年後についてはちょっと考

えられないので、新しい担い手の方、新規就農者の方を町も検討していただけない

かという意見が岡野では多くございました。 

延沢のほうでは全体的な集まりは少なかったのですが、中で多かったのが、自分

の家族の中で相談したのだが、もう自分の子どもは娘しかいないので、農家は私の

代で終わりにしたいという方もおられました。また、２人の方ですが、自分の家で

はもう担い手を決めていると、自分の息子なりなんなりに決めているので、今、そ

れが作業しやすいように個人である程度、整理をしているのだと、そういう進歩的

な言い方をしていただける方もいました。しかし、全体から見ますと、それはごく

わずかの方で、やはり５年後、１０年後になると、どうしていいかわからないので

町も考えてほしいよと。特に、ちょうど、この説明会をやっているときに国会で農

地の中間管理機構制度について審議されているところでありまして、新聞報道もあ

って、早く農地中間管理機構制度を実施していただけないかということを言われた

のですが、「まだ、開成町というか、県まで詳しく情報がおりていない状況です」

というお返事をさせていただいておるところでございます。 

若い方たちは今後、どう考えているかというところで推測なのですが、岡野地区

で会った方は、今、言ったように、親の背中で少しやっていきたいという方もおら

れます。ある程度集約されている農地であれば、条件がそろえば、例えば、新規就

農の方、特に若い農業者というのですか、神奈川県でいえば農業アカデミーを卒業

されて専門の農家のところで何年か経営学を終えられた方とか、または農業経営法

人みたいな法人格の方を協力的に入れて中核となる経営体にしていただければ、町

としても、ある程度、農地を農地利用として使う土地として確保していけるのかな

と、このように考えているところです。 

今の懇話会の後に、最後に私どものほうで出席者というか、その地域に農地を持

っている方全員にアンケートをさせていただいております。このアンケートはどう

いうものかというと、今後、５年後、１０年後に、あなたは自分の農地をどういう

ふうな計画をお持ちですかというふうな質問が、ちょっと漠然とではあるのですが、

細かく、細かくというか、ある程度、わかりやすく私どものほうではアンケートさ

せていただきまして、この後、来年度に向けて、これらのアンケートとか今回の懇

話会での生の声を反映いたしまして事業展開を進めていきたいなと、このように考

えております。 

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

岡野、金井島、上延沢、上島、この４地区で、懇話会終了後に人・農地プラン策

定のほうも検討されていくような話ですけれども、このまま順調に進んでいったと

しましたら、人・農地プラン、具体的には、どのような流れになっていくのでしょ

うか、お伺いいたします。 

○議長（小林哲雄） 
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産業振興課長。 

○産業振興課長（池谷勝則） 

まず、今、議員から人・農地プランという言葉が出たのですが、わかりづらいと

思うのですが、人・農地プランといいますのは国が進めている制度でございまして、

平成２１年に法改正、農地法の改正と、それに合わせて各種の法律が変わってござ

います。取り扱いが変わっている中で、一番大きいのが、農地の所有権を農地を利

用する権利を重視しますと。ですから、農地をなるべく有効に使っていただくため

に農地の貸し借りを容易にして、農地の集約をしてコスト軽減につなげ、また農業

を進めていきたいという考えがベースになってきてございます。 

その中で、農地を人に貸す、借りるという行為を簡易にすることができるように、

農業経営基盤強化促進法という法律をもう少し進化させて改正させて、利用権設定

という権利設定だけで、昔ありました借地借家法とか使用貸借小作権、これらをな

くして利用権設定だけで農地を貸してあげる、借りるというようなことができる、

こういう制度をつくってございます。開成町は、この制度を２１年度ぐらいから実

施してはおるのですが、実際に、今、新しく耕作をしてもらう人、してあげる人に

ついては、この設定をして法的に認められる形にはなっているかなと思っています。 

これらをベースにいたしまして、人・農地プランといいまして、今後、５年後、

１０年後、２０年後、誰がこの土地を耕作していくのか、農地を農地として利用で

きるのかということを、地域の方全員、全員というか皆さんで、もちろん家族の方

も検討していただきまして、自分ができるのはここまで、それ以上はできないので

あれば、それは貸し出してもいいですよとか、または誰か買っていただける方がお

られればという、そういう土地を選定して、新しい担い手、新規就農者になるのか、

または地域の中でもっと拡大してやっていける農家の方がおられれば、その方にあ

る程度まとめて作業を集約できるような土地を集約していくとか、そういうふうな

ことができる計画を立てることが人・農地プランということで、今、進めさせてい

ただいております。 

これをすることによってメリットは何かといいますと、国が今、行っております

交付金制度というのがございまして、若い方、新規就農の方であれば、５年間かな、

年間１５０万ぐらいの交付金をいただいて農業のベースになる部分の生活の部分に

充てることができる、そういう制度もございます。また、新たに機械を購入する、

建物を建てるという資金としても、資金援助というようなことをいただいて利息な

しで借りることができる制度も優先的に使えると、そういう制度を今、立ち上げて

ございます。今、国のほうから言われています、先ほど言いました農地中間管理機

構も、この人・農地プランをベースにして、農地をどれだけ借り上げることが可能

なのか、または管理しなければならないかという判断材料にもするということを聞

いてございますので、それらのベースにもなるのかなと、このように考えていると

ころです。 

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 
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○９番（佐々木昇） 

先ほどの町長答弁に、今後、課題を洗い出し、５年後、１０年後を見据えた農業

のあるべき形を模索したいと考えているという答弁がございましたが、今までにも、

この手の質問に関しては同僚議員が何回も議論を重ねておりますので、町として、

ある程度の方針を持っているのかなと思うのですけれども、現時点での考えで結構

です、５年後、１０年後を見据えた農業のあるべき形とはどのような姿を想定して

いるのか、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（小林哲雄） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（池谷勝則） 

まだ完全にオーソライズされて町の案という形でどこまで成るかということなの

ですが、まず、現状といたしましては、今、開成町の農業につきましては、６０歳

で定年された方が戻って親のやっていた耕作を続けるという方が、ここ何十年か進

んでいるのかなと思っております。開成町の農業、すぐに変わることはないと思い

ます。立地条件も、先ほど質問にもありましたように、良質なお米をつくっている

最高の農地を有しておりますので、これを悪くすることよりも、今ある農地を今以

上の農地利用ができる方法が一番よろしいのかなと。私たち、この２地区を歩いた

中でも感じたところは、自分たちの知っている人が自分の農地、親から受け継いだ

農地を耕作していただければ一番うれしいという言葉も聞いておりますので、でき

れば各地域ごとに、または、もう少し大きくして北部を全体に見たぐらいの大きさ

になって、町内の方、またはよく知っている方が協力をし合って、人・農地プラン

ではないですけれども、利用して、または貸し借りをしていただいて農業を充実し

ていければいいのかなと思っております。 

また、今、ちょっとこれとは違うのですが、町では里芋、弥一芋というものを推

させていただいておりますので、これらの展開には耕作農地が大分必要になってお

ります。里芋は乾燥に弱いというようなことで、水田としての耕作が一番適してい

るのかなという考えもあろうかと思いますので、そのところを利用して、開成町の

いいところを使って農地をそのまま使っていただけるような展開ができれば一番い

いと考えております。 

ですから、なるべく、今、５０代半ばの方に、土・日は家に帰って親と一緒に農

業をやって、農業の経営を引き継いでいただいて、自分が戻ってきたときに、また

それを続けていただける、こういうふうなことが一番いいのかなと思うのですが、

なかなか、おのおのの差はありますので、その辺が変わってくるのが人・農地プラ

ンということで、できないところをカバーできれば一番よろしいかなと、このよう

に考えております。 

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

農業の関係につきましては、いろいろな問題が起こると思いますので、これから
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も農業関係者の方たちと協力していただきながら、よりよい農業形成をしていただ

きたいと思います。 

続きまして、１１月に開成ブランド認定審査会というものを立ち上げたというこ

とですけれども、この審査会の今後の活動スケジュールなどはどのようになってい

るのか、お伺いいたします。 

○議長（小林哲雄） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（池谷勝則） 

開成ブランド認定審査会でございますが、先ほど町長の答弁にもありましたよう

に、まず１１月２７日に、こちら委員を委嘱して内容を説明するということで、こ

こで初めて設立させていただきました。今月、１２月１７日、こちらに第１回目の

審査会を開催する予定にしております。内容といたしましては、既に１１月１５日

号のおしらせ版等で皆さんのほうに、こういうブランド認定事業を行っているので、

参加したい人は、参加したいというか、できる方はお願いしますという呼びかけを

してございます。１７日の日に第１回を開催いたしまして、先ほどもありましたよ

うに、来年の２月に瀬戸屋敷のひなまつりがございますので、こちらの中でＰＲ用

に使わせていただいて町の発信という形をとっていきたいと、このように思ってお

ります。 

ただ、今年度につきましては、まだ本数というのですか、認定するものが少ない

だろうということで、年度末、３月にも、もう一度開催する予定です。こちらにつ

きましては、特に加工品が主になろうかなという考えは持っております。人によっ

ていろいろな加工がありますので、時間がかかるなというようなことで、一応、３

月ぐらいにもう一度開催して、そこで認定されたものにつきましては、６月のあじ

さい祭でＰＲ用にまた使わせていただいて一緒になってタイアップして売り出して

いきたいと、このように考えております。 

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

これ、今現在、ブランド産品を募集していると思いますけれども、今月の６日ま

ででしたっけ。約１カ月弱ぐらい。ちなみに今現在、何件ぐらい、応募とか、現在

の状況をちょっとお聞かせください。 

○議長（小林哲雄） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（池谷勝則） 

私どもの周知が遅かったかもしれないのですが、今、一般の方というか一般応募

といたしましては、大変すみません、１件になっております。ただ、既に過去に特

産品として認定しているもの、または既に、ある程度、皆さんの知名度がある産品

が多数ございますので、今、そちらについては、うちのほうで投げかけをいたしま

して、第１回の審査会の中で出展していただけるような検討をさせていただいてお



－４９－ 

るところでございます。できれば最低でも４、５件は第１回の審査会では出してい

きたいなと、このように考えております。 

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

このブランド化については、私も非常によい試みだと思っております。ブランド

化するに当たって非常に大事なのは、産品の受け皿だと思っております。今回、弥

一芋のように受け皿をしっかりと確保していかなければいけないのかなというふう

に考えております。その辺の受け皿についての今後の取り組みとか、その辺の考え

と、あと今回、認定産品について、いろいろな種類、かなり多い種類がございます

けれども、それはそれで私はいいことだと思っております。しかし、この中で目玉

商品というのが必要かなというふうに思っておりますけれども、その辺の目玉商品、

こういうものをつくっていくような考え、その辺についてお伺いいたします。  

○議長（小林哲雄） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（池谷勝則） 

まず、一つ目の売り出し、販売の経路の関係でございますが、こちらにつきまし

ては、種類によって大分変わってくるのかなと思っております。通常の売店みたい

なところで売れるもの、例えば加工品のお菓子類みたいなものとか、そちらと、あ

と、お弁当とかという加工品も該当するかと思うのですが、今、こちらは上商工会

のほうをベースに入れて販売ルートというのをある程度確保していきたいなと。た

だ、町内の製造しているお店というのが、そんなに大きいお店がありませんので、

量的にはそんなにまだできないのかなと、このように思っておりますので、とりあ

えずは上商工会の販売ルートに乗せた形の中をベースに考えているところがござい

ます。 

農産物、こちらの関係につきましては、農協さんと調整をさせていただいてござ

いますので、そちらのところ。また、ものによっては、既に、個別で各料理屋さん

とか、またはレストランとか、そういうところと直接やられているところもあろう

かと思いますので、こちらにつきましては、うちのほうで別に奨励金みたいなもの

を用意しておりますので、そちらの中でのＰＲを図っていきたいと考えております。 

目玉商品でございますが、今、うちのほうでは、先ほど言いましたように弥一芋

につきましては、これは町のプロジェクトとしても立ち上げているものでございま

すので、農産物ではございますが、こちらは、もう今年度、何とかしていきたいな

と、このように思っているところでございます。それにあわせて加工品というよう

なものも考えているところもありますが、今、５年ぐらい前からですか、町の里弁

ということで、あじさい祭とか、いろいろなところでも大分出させていただいてお

りますので、こちらも何とか認定を受けたいなと、このようには思っているところ

でございます。 

○議長（小林哲雄） 
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佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

続きまして、６次産業化についてお伺いいたします。 

２３年度に事業計画を作成したとありましたけれども、作成するに当たって、ど

のようなメンバーで検討したのか、また、どのような検討をされたのか、検討の結

果、最終案としてはどのようになったのか、お聞かせください。 

○議長（小林哲雄） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（池谷勝則） 

まず、６次産業化でございますが、開成町では、先ほど答弁にありましたように、

２３年度に実施したものになっております。検討したメンバーにつきましては、ま

ず、具体的にお名前を差し上げますと、神奈川西湘農協、それから、その当時、秋

の玉手箱というのを実施しておりまして、そちらの実行委員会、それから町の農業

委員会、町の農産物直販組合、町の飲食店組合、それからＮＰＯ法人、それから弥

一芋研究会、焼酎弥一を楽しむ会、それからマルシェ開成、それと有識者といたし

まして若手の農家と瀬戸屋敷クラブ、あと瀬戸屋敷の職員ということで、合計１３

名から構成されて実施しております。 

実際には、まず、実施する前に、事務局の私のほうと委託した業者のほうで、特

に北部を中心に、どのような農業をやっているのか、どのような販売店、売店、例

えば無人販売店も含めて、これらについて全て調査をさせていただきまして、これ

を第１回目の会合のときに皆さんに説明をいたしまして、皆さんの考えているレベ

ルというものを統一させていただきました。その後、皆さんにフリートーキングを

していただきまして、テーマに沿った形で皆さんにグループごとに行っていただい

ております。ある程度、でき上がった時点で、では、それを実験に移そうというよ

うなことで、実際に、その提案でありました、例えば、農家レストランとしてはど

うなのか、また、着地型観光といいまして、ここでは箱根町の観光協会と連携させ

ていただいた瀬戸屋敷ひなまつりとのらぼう菜の摘み取り体験とかという体験型の

観光を試験的に実施したりしております。 

これらをまとめて、北部の瀬戸屋敷にどういうふうなものがあったらいいのかな

と。それが最終的に６次産業化のキーワードになるのではないかということでまと

めたのが、まず、農産物の直販所または加工所が必要になるのではないかというこ

と。それから、先ほど試験的にも行いました農家レストラン、これは北部のほうに

は飲食を常時するところがないので、これについては少し検討する必要があるだろ

うと。それから、プラットホームの創出ということで、これはどういうことかとい

うと、先ほどいいました着地型観光といいまして、ほかの地域からお客さんを呼ん

できて、こちらでいろいろな見聞をしてもらう、または体験をしてもらうという、

そういう発案をしていただくベースとなる部分でございますが、そういうふうな方

をつくって、もう少し先ほど言った着地型観光、農業体験ができる状況を売り込ん

でもらうような組織をつくる必要があるだろうと、こういうふうなことをまとめて
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ございます。その中で、今、言ったように、レストランと観光については実験をし

て、ある程度の結果が見られたのかなと、このように考えております。  

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

開成町のＰＲのために大事な取り組みですので、ぜひ、よい形にしていただきた

いと思います。 

続きまして、農業振興のための国・県の制度の活用についてお聞きします。  

現在までの取り組みの中で多数の補助金を受けてきたという答弁がございました

が、理解を再確認する意味から、国や県の支援を受けて実施した事業の概要と、ど

のくらいの補助金、交付金を活用することができたのか、お伺いいたします。また、

私も補助金等の事業ということで農林水産省のホームページを少し調べさせていた

だいたのですけれども、なかなか自治体対応の事業というのが少なかったように感

じまして、今後、どのような町は補助金や支援制度があると理解しているのか、お

伺いいたします。 

○議長（小林哲雄） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（池谷勝則） 

それでは、今、公共事業、開成町北部、どのような内容のものがあるかというこ

とで、簡単な内容等、二つ合わせてということで。まず、昭和５３年に採用いたし

ました農村基盤総合整備事業、５億１，２３６万円相当になっております。内容と

いたしましては、今、あじさい祭をやっております上島、金井島地区と岡野地区の

圃場整備、１７．７ヘクタールを行っております。それ以外に用排水路の整備、農

道の整備、集落道の整備、農村公園の整備、これらをこの事業では実施しておりま

す。事業は平成元年までの１１年間ぐらいになっています。 

続きまして、農業環境総合整備事業、これは平成２年から平成５年まで実施した

もので、事業費は５億４，２４６万円。内容といたしましては、農業用の用排水路

の整備と、あと農道の整備、ここで育苗施設の整備、それから集落道、親水水路の

整備、これらを行っております。 

それから、平成３年から平成１３年に県営の圃場整備事業を実施しております。

事業費は２３億８，４４５万円。圃場整備面積が９４．３ヘクタールで、うち開成

町は約７０ヘクタールを持っております。 

続きまして、農村振興総合整備事業といいまして、平成１３年度から１９年度に

実施したものがあります。事業費が２億４，４２９万円。内容といたしましては、

集落道、農村公園、それから水辺の景観整備事業を実施してございます。  

次に、農村振興総合整備統合補助事業、こちらが平成１４年度から１９年度に実

施したもので、２億１，６０５万円になっております。内容は、農道の整備、それ

からコミュニティ施設ということで公園の整備を行っております。  

続きまして、平成３年から１３年まで実施いたしました県営溜池事業、こちらは
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事業費が４億９，３５８万円で、延沢地域から瀬戸屋敷付近まで水路改修を一路線、

実施しておるものでございます。 

平成１９年から２４年度に実施いたしました農業用排水路整備事業、こちらは県

営事業になっておりまして６，５００万円になっております。内容といたしまして

は、県営圃場整備で行った用排水路の悪いところを修復するという事業で該当して

おります。 

これ以外に、県の補助事業といたしまして昭和５５年度から１１年度まで実施い

たしました小規模土地改良事業、これは小さい集落道とか水路、こちらの改修を行

っておりまして、約２億円相当を実施しております。 

平成１２年度以降から今現在も進めております農とみどりの整備事業というのが

県の補助事業でございます。これも、今、おおよそ６，５００万円相当ぐらいが事

業化されているのかなと思っております。内容といたしましては、小規模土地改良

事業の名前が変わったような形で、事業を実施しているのは、ほぼ道路とか水路の

整備という形になっております。 

一応、このような形が今まで北部のほうに入っている事業でございます。  

それでは、今現在、国・県の補助事業が今後、もらえるものがあるかというふう

なことになろうかと思うのですが、先ほど議員が言いましたように、今現在、箱物、

例えば、集荷場とか加工場を端的に行政がつくりたいからということで、国とか県

は補助金を出していただけないのが現状でございます。６次産業化ということで認

定を受けていても、行政ではなく、今度は、やりたい事業者さん、例えば団体とか

ＮＰＯさん、こういう団体に直接、助成金なり交付金が落ちる形になっておりまし

て、行政は今もらえなくなっているのが現状でございます。 

それでは、北部の活性化でやった場合、どういうものが考えられるかというと、

名前を変えてというよりも趣旨を変えて対応することができるのかなと、部分的に。

例えば、水路の改修をしますとか道路の改修をする、その縁辺部に、そういうふう

な道路とか水路とか。または、場合によっては、可能かどうか、ちょっとわからな

いのですが、瀬戸屋敷の関係であれば駐車場が狭いというようなことで、できるか、

ちょっとわからないのですが、そういうふうなことにも発展する可能性はあるのか

なと。ですから、今、通常の形ではなかなか出ないので、それに絡めてハード整備、

道路とか水路とかの整備というような形の中で縁辺整備をしてあげる、このような

ことは十分対応が可能なのかなと。まだ、その辺については詳しく調査していない

のですが、可能と考えられるのは、そのくらいがあるのかなと思っております。  

これらは国の内容のものと県の内容のものがございますので、国のほうがどうし

てもできないということであっても、県のほうで拾ってもらえるメニューがあれば、

そちらをもらって対応して、少しでも助成をもらえて事業を実施していきたいと、

このように考えております。 

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 



－５３－ 

すみません。長い答弁をいただきまして、ありがとうございます。  

先ほど答弁の中で北部地域の活性化に向けた整備とありましたけれども、北部地

域の活性化に向けた整備とはどのようなものなのか、お聞かせください。  

○議長（小林哲雄） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（池谷勝則） 

北部地域の活性化については、第一に、前回でも質問があって答弁させてもらっ

たと思うのですが、アクセスの充実が必要になってくるかなと。そのためには、開

成駅から今、開成小学校まで、ほぼつながりつつある都市計画道路、山北開成小田

原線の北進というのを行うことによって、瀬戸屋敷については北部のほうにアクセ

スを完全に整備をするというのが第一条件になってくるのかなと。 

それに伴いまして、交流人口を増やすという、また、それを集客する施設として

のターミナル、また広場、これらを整備する必要性もあるのかなと。また、来た人

たちをそこでとどめておくための施策として、例えば、北部のほうに今後、考えら

れる施設とか体験するものを散策するルートの整備とか、または食事ができるルー

ト、または買い物ができるもの、これらを含めてターミナルを一つ、つくることに

よって、それからの散策を整備していく。これらが北部の中には考えられるのかな

と。場合によっては、先ほどの中にもありましたように、公園を、前から出してお

りますが、公園の整備というのも北部地区にも必要になってくる場合もあろうかな

と、このようには考えております。その辺については、今後、皆さんの話し合いの

中で調整をして、結果、提言を受けた中で町としての考えを出していきたいなと、

このように考えております。 

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

こういった補助金制度を活用するには大変なご苦労があると思いますけれども、

できる限り有効に活用していただきたいと思います。 

続きまして、４番、神奈川県の「県西地域の活性化に向けて」プロジェクトとの

連携はについて、お聞きいたします。 

１２月２４日に第１回の県西地域活性化推進協議会が開催される予定であるとの

ことですけれども、町として、どのような形で連携を進めていくつもりなのか、ま

た、県でも、このプロジェクトを進めるに当たり、それなりの予算の裏付けを持っ

ていると思うのですけれども、町として積極的にアプローチするべきだと思うので

すけれども、このプロジェクトに連携していくために町はどのような現在スタンス

でいるのか、お伺いいたします。 

○議長（小林哲雄） 

企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

お答えいたします。 



－５４－ 

県の活性化プロジェクトについて、どのような形で連携していくのかということ

でございますけれども、産業振興課長のほうからも答弁がありましたけれども、町

としては、まず一つが、このプロジェクト自体が県西地域における、例えば、温泉

ですとか森林資源でありますとか食の資源でありますとか生産資源でありますとか、

そのようなものの活用が一つと、それと、あと医療産業でありますとか健康産業、

そういうものを誘致するという二つのアプローチがあると聞いてございます。  

では、町がそれに照らして、どういうふうになるかといいますと、一つが先ほど

の産業振興課のほうの農の関係が上げられるのかなというふうに思っています。こ

れが、まず一つ。二つ目が企業誘致。これは、現在も富士フィルムのほうの先進研

等もありますけれども、最先端の医療関係の企業誘致ができれば、これは町として

は最高の状況になるのかなと。これが二つ目です。あと、もう一つのアプローチが、

先ほども別な議員さんのご質問にありました南部の定住策にもかかわってきますけ

れども、あそこに個人のお宅が張りつく中で、そこのところで健康チェックができ

るような住宅、このようなものを提案といいますかアイデアとしては考えられると。

そのような三つのアプローチが開成町ではアイデアとしては考えられるのかなと。

それを県のプロジェクトにどう取り上げていただくかということは今後の調整にな

ろうかなと、そういうふうに思っています。 

もう一つ、予算の裏付けがあるのではないかというお話ですけれども、県のほう

も今、予算調整の段階だと思います。１２月２４日の協議会の結果を、即、どのよ

うな形で県が予算に反映するかについては、私どもは把握しておりませんけれども、

もし、その段階で取り上げていただけるようなものがあれば、こちらから提案をし

ていく中で予算化をしていただくよう、そういう形になろうかというふうに認識し

てございます。 

以上です。 

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

県の方にちょっと私はお話を伺ってきたのですけれども、確かに現在、素案の状

態で、だからこそ、今、いろいろなアイデアを出していただきたいというようなお

答えを伺ってきたのですけれども、今のお答えとちょっと違うかなと思うのですけ

れども、その辺について、もう一度、考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（小林哲雄） 

企画政策課長。 

○企画政策課長（亀井知之） 

今のご質問は、町のほうで、どのように、もっと具体的に考えているかという、

そういうご質問ではないかというふうに理解をいたしましたけれども、北部も、例

えば耕作放棄地とか、そういうものが増えている中で、新しい栽培品目、農産物の

栽培等、そういうものも当然考えられるでしょうし、あるいは、つくられた農産物

を観光と絡めてほかのお客さんを呼び込むとか、あるいは地産地消といいますか、



－５５－ 

直売センターみたいなものも当然考えられると。それは北部の活性化策の中でも幾

つかは具体的なアイデアとして挙げられているところでございますけれども、それ

と絡めて具体化していけばよろしいのかなと、そういう考えでございます。  

○議長（小林哲雄） 

佐々木議員。 

○９番（佐々木昇） 

もう時間がございませんので。私からは、このプロジェクトに対しまして、町は

とにかく積極的にいろいろなアクションを起こして、県のほうにアイデアとか、そ

ういう取り組みをしていただきたいと思います。第五次総合計画で示されています

ように、開成町は、これからしばらくは人口が増加していく予定でございます。南

部地域は約１年ほどで、すばらしい市街地が形成される見込みです。かわって北部

地域を魅力ある地域にするには、今まで以上に行政としての積極的な取り組みが必

要だと考えております。 

神奈川県県西地域では、世界的な箱根、歴史のある小田原、金太郎の南足柄など、

開成町周辺地域は魅力ある地域ですけれども、残念ながら開成町は地理的な魅力に

少々乏しいという現実があると思います。この開成町を日本で一番元気な町にする

ためにも、北部を活性化し交流人口が増える方策を講じていかなければいけないと

考えておりますので、行政の積極的な取り組みを期待いたしまして私の質問を終わ

らせていただきます。 

○議長（小林哲雄） 

 暫時休憩といたします。再開を１３時３０分とします。 

午後０時２５分 


